
区　域

番　号 路線名 起　点 終　点 主な経過地 延　長 構　造 車　線 幅　員 地表式の区間における鉄道等との交差の構造

3･1･44-5 ８号線 小倉北区
浅野一丁
目

小倉南区
大字朽網

小倉北区
片野三丁
目

約13,930m ６車線 40m

小倉北区
片野五丁
目

小倉南区
富士見二
丁目

小倉南区
富士見三
丁目

約　670m 掘割式 35m

約13,260m 地表式 40m ・ＪＲ九州日豊本線と立体交差２箇所
・ＪＲ九州日田彦山線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差２箇所
・幹線街路曽根苅田線と立体交差
・幹線街路と平面交差１９箇所

3･2･44-9 ７号線 小倉南区
下城野二
丁目

小倉北区
神幸町

小倉北区
霧ヶ丘二
丁目

約4,600m 地表式 ４車線 30m ・自動車専用道路と立体交差１４箇所
・幹線街路城野湯川線と立体交差
・幹線街路と平面交差６箇所

3･3･44-19 ４号線 門司区浜
町

小倉北区
清水四丁
目

小倉北区
砂津一丁
目

約15,040m 地表式 ４車線 25m ・ＪＲ西日本山陽新幹線と立体交差
・ＪＲ九州日豊本線と立体交差
・都市モノレール小倉線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差１箇所
・幹線街路砂津長浜線と立体交差
・幹線街路と平面交差２１箇所

3･4･44-73 大門三六
線

小倉北区
田町

戸畑区境
川二丁目

小倉北区
朝日ヶ丘

約 2,630m 地表式 ２車線 18m ・ＪＲ西日本山陽新幹線と立体交差
・ＪＲ九州日豊本線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差
・幹線街路鋳物師町線と立体交差
・幹線街路と平面交差５箇所

約 1,830m
約   800m

区　域

番　号 路線名 起　点 終　点 主な経過地 延　長 構　造 車　線 幅　員 地表式の区間における鉄道等との交差の構造

3･4･44-
212

到津中原
線

小倉北区
上到津二
丁目

戸畑区大
字中原

小倉北区
中井四丁
目

約 3,580m 地表式 ４車線 18m ・ＪＲ西日本山陽新幹線と立体交差
・ＪＲ九州鹿児島本線と立体交差
・幹線街路と平面交差８箇所

約　800m

約 2,780m

　｢区域及び構造は計画図表示のとおり｣
　理由　　　別紙のとおり

なお、小倉北区浅野一丁目地内に約7,800m2の駅前広場（地表式、嵩上式）を設ける。

１．都市計画道路中３・１・４４－５号８号線ほか３路線を次のように変更する。
種
別

構造形式の内訳

車線の数の内訳

車線の数の内訳 ２車線

４車線

２車線

北九州広域都市計画道路の変更（北九州市決定）

備考
名　称 位　置 構　造

４車線

幹
線
街
路

幹
線
街
路

２．都市計画道路に、３・４・４４－２１２号到津中原線を次のように追加する。
種
別

名　称 位　置 構　造
備考

議題第304号



区　域

番　号 路線名 起　点 終　点 主な経過地 延　長 構　造 車　線 幅　員 地表式の区間における鉄道等との交差の構造

3･1･44-3 鋳物師町
線

小倉北区
鋳物師町

小倉北区
下到津一
丁目

小倉北区
愛宕二丁
目

約 1,460m 地表式 ４車線 48m ・幹線街路大門三六線と立体交差
・幹線街路と平面交差２箇所

3･4･44-
15

新池町線 戸畑区新
池三丁目

戸畑区高
峰一丁目

戸畑区新
池一丁目

約 1,680m 地表式 ２車線 18m ・幹線街路と平面交差５箇所

約 990m
約 690m

3･3･44-
18

３号線 小倉北区
中津口一
丁目

八幡西区
美吉野町

八幡東区
大蔵一丁
目

約18,290m 地表式 ４車線 25m ・ＪＲ西日本山陽新幹線と立体交差
・ＪＲ九州鹿児島本線と立体交差
・ＪＲ九州日豊本線と立体交差
・ＪＲ九州筑豊本線と立体交差
・筑豊電鉄と立体交差
・都市モノレール小倉線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差３箇所
・幹線街路割子川岩屋線と立体交差
・自動車専用道路春の町陣原線と平面
交差
・幹線街路と平面交差４０箇所

約14,150m
約 4,140m

3･3･44-
28

戸畑駅渡
船場線

戸畑区銀
座一丁目

戸畑区銀
座二丁目

戸畑区銀
座一丁目

約 400m 地表式 ２車線 25m ・幹線街路と平面交差２箇所

3･3･44-
47

日明渡船
場線

小倉北区
愛宕二丁
目

戸畑区北
鳥旗町

小倉北区
中井口

約 4,780m 地表式 ４車線 22m ・ＪＲ西日本山陽新幹線と立体交差
・ＪＲ九州鹿児島本線と立体交差
・新日鉄住金貨物線と立体交差
・幹線街路日明到津線と立体交差
・幹線街路到津中原線と立体交差
・幹線街路と平面交差７箇所

3･4･44-
62

赤坂砂津
線

小倉北区
須賀町

小倉北区
太田町

小倉北区
下富野三
丁目

約 2,760m 地表式 ４車線 20m ・幹線街路と平面交差２箇所

3･4･44-
63

城野沢見
線

小倉北区
片野五丁
目

戸畑区沢
見一丁目

小倉北区
清水二丁
目

約 5,330m 地表式 ４車線 20m ・ＪＲ九州日豊本線と立体交差
・新日鉄住金貨物線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差３箇所
・幹線街路９号線と立体交差
・幹線街路と平面交差８箇所

約 　940m
約 4,390m

3･4･44-
67

槻田沖台
線

八幡東区
荒生田二
丁目

戸畑区沖
台一丁目

戸畑区福
柳木一丁
目

約 2,530m 地表式 ２車線 20m ・ＪＲ西日本山陽新幹線と立体交差
・新日鉄住金貨物線と立体交差
・幹線街路井堀中央町線と立体交差
・幹線街路と平面交差４箇所

3･4･44-
82

天籟寺線 戸畑区天
籟寺一丁
目

戸畑区天
籟寺二丁
目

戸畑区天
籟寺一丁
目

約   570m 地表式 ２車線 20m ・幹線街路と平面交差２箇所

3･4･44-
83

新池旭町
線

戸畑区新
池一丁目

戸畑区旭
町

戸畑区新
池一丁目

約　600m 地表式 2車線 20m ・幹線街路と平面交差３箇所

3･4･44-
98

田町中島
線

小倉北区
金田一丁
目

小倉北区
中島二丁
目

小倉北区
大手町

約　 890m 地表式 ２車線 16m ・自動車専用道路と立体交差１箇所
・幹線街路と平面交差４箇所

3･5･44-
107

紫川東線 小倉北区
浅野二丁
目

小倉北区
東篠崎三
丁目

小倉北区
中島二丁
目

約 2,950m 地表式 ２車線 15m ・JR西日本山陽新幹線と立体交差
・JR九州鹿児島本線と立体交差
・JR九州日豊本線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差1箇所
・幹線街路と平面交差9箇所

3･5･44-
118

中町海岸
通り線

戸畑区南
鳥旗町

戸畑区元
宮町

戸畑区明
治町

約   570m 地表式 ２車線 15m ・幹線街路と平面交差３箇所

3･3･44-
188

新池町中
原線

戸畑区新
池三丁目

戸畑区大
字中原

戸畑区大
字中原

約   270m 地表式 ２車線 22m ・JR九州鹿児島本線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差1箇所
・幹線街路と平面交差1箇所

区　域

番　号 路線名 起　点 終　点 主な経過地 延　長 構　造 車　線 幅　員 地表式の区間における鉄道等との交差の構造

3･2･44-
213

浅生明治
町線

戸畑区浅
生一丁目

戸畑区明
治町

戸畑区中
本町

約 1,180m 地表式 ４車線 36m ・ＪＲ九州鹿児島本線と立体交差
・自動車専用道路と立体交差１箇所
・幹線街路と平面交差４箇所

約　420m

約　760m

　｢区域及び構造は計画図表示のとおり｣
　理由　　　別紙のとおり

２．都市計画道路に3･2･44-213号浅生明治町線を次のように追加する。

幹
線
街
路

幹
線
街
路

種
別

名　称 位　置 構　造
備考

車線の数の内訳
４車線

３．都市計画道路中3･5･44-119号築地元海岸通り線、7･7･44-9号都市高速道路１号線付属街路１号線及び7･7･44-10号都市高速道路
　　１号線付属街路２号線を廃止する。

種
別

なお､戸畑区川代一丁目地内に延長２３０ｍ､幅員８ｍの枝線を設ける。

車線数の内訳

 なお､起点付近に約３,６００㎡の駅前広場を設ける｡

４車線

車線の数の内訳

６車線
４車線

北九州広域都市計画道路の変更（北九州市決定）

備考
名　称 位　置 構　造

１．都市計画道路中3･2･44-15号新池町線を3･4･44-15号新池町線に、3･4･44-63号城野戸畑駅線を3･4･44-63号城野沢見線に、3･4･
　　44-67号三六槻田線を3･4･44-67号槻田沖台線に、3･4･44-82号中原天籟寺線を3･4･44-82号天籟寺線に、3･4･44-83号猪ノ坂町
　　線を3･4･44-83号新池旭町線に、3･4･44-98号三萩野田町線を3･4･44-98号田町中島線に、3･5･44-188号新池町中原線を3･3･44-
　　188号新池町中原線に名称を改め、これら７路線ほか７路線を次のように変更する。

２車線

車線数の内訳 ２車線

４車線

２車線

議題第304号



都市計画の案の理由書（北九州市決定） 

北九州広域都市計画道路を変更する理由 

本市の都市計画は、旧５市の計画を引き継ぎ、合併後、昭和４２年の全市的な見直

しを行って策定したものが基本となっております。 

その柱となったのが、昭和４０年に策定された「北九州市長期総合計画」です。こ

の計画では、産業経済の発展等から本市の将来人口は約３０万人増の約１３５万人に

なると見込んでおり、進展する宅地開発への対応や近隣地域への交通の円滑化、広域

的な都市間連携の強化を図ることとしておりました。 

しかし、昭和５０年代の約１０７万人をピークに人口が年々減少していること、厳

しい財政状況のなかでより効率的かつ効果的な道路整備の推進が求められているこ

とといった近年の社会経済状況の変化や、「まちなか重視」といったまちづくりの方

向性の転換などに伴い、都市計画道路網の見直しが必要となりました。 

 このような情勢から、平成１３年７月、北九州市都市計画審議会に「北九州市都市

計画道路網のあり方」を諮問し、平成１４年１２月に北九州市都市計画審議会から答

申を受けました。平成１５年６月から未着手の都市計画道路について調査を行い、平

成１６年１２月に「都市計画道路の見直し（再編素案）について」をまとめました。

今回はこのなかで、「早期に再編すべき地域」と位置づけられた５地域の再編に併せ

て検討を進めてきた、「小倉市街地・戸畑市街地」の都市計画道路の変更を行うもの

です。 

○３・１・４４－５号 ８号線 

 ３・１・４４－５号８号線は、北九州市小倉北区浅野一丁目を起点とし、同市小

倉南区大字朽網を終点とする延長約１３，９３０ｍ、代表幅員約４０ｍの都市計画

道路です。 

 本路線は、今回、同時に行う３・２・４４－９号７号線の一部区間廃止に伴い、

一部隅切り削除を行うものです。

議題第304号



○３・２・４４－９号 ７号線 

 ３・２・４４－９号７号線は、北九州市小倉北区上富野三丁目を起点とし、同市

戸畑区大字中原を終点とする延長約１１，４５０ｍ、代表幅員約３０ｍの都市計画

道路です。 

 ３・２・４４－９号７号線は、小倉都心部を中心とした環状型に位置する路線で、

都心部に集中する自動車交通を抑制する機能を有しています。本路線には一部未着

手区間が存在していますが、将来交通量が減ることで、既存道路により都市計画道

路のネットワークを代替することが可能なため、小倉北区上富野三丁目から同区神

幸町まで、小倉南区下城野一丁目から小倉北区上到津二丁目までの一部区間廃止を

行うものです。この一部区間の廃止に伴い、起点及び終点を変更します。また、平

成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定める事項とし

て「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

 同時に、小倉南区下城野一丁目から小倉北区上到津二丁目までの一部区間廃止に伴

い、小倉北区上到津二丁目から戸畑区大字中原までの区間については、３・４・４

４－２１２号到津中原線として、路線追加を行います。 

○３・３・４４－１９号 ４号線 

 ３・３・４４－１９号４号線は、北九州市門司区浜町を起点とし、同市小倉北区

清水四丁目を終点とする延長約１５，０４０ｍ、代表幅員約２５ｍの都市計画道路

です。 

 本路線は、今回、同時に行う３・２・４４－９号７号線の一部区間廃止に伴い、

一部隅切り削除を行うものです。 

○３・４・４４－７３号 大門三六線 

 ３・４・４４－７３号大門三六線は、北九州市小倉北区田町を起点として、同市

戸畑区小芝三丁目を終点とする延長約３，８２０ｍ、代表幅員約１８ｍの都市計画

道路です。 

本路線の一部未着手区間は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替

することが可能なため、廃止を行うものです。 

同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・４・４４－２１２号 到津中原線（新規追加、７号線の一部から名称変更） 

 ３・４・４４－２１２号到津中原線は、３・２・４４－９号７号線の一部区間廃

止に伴い、残る区間の一部について、北九州市小倉北区上到津二丁目を起点とし、

同市戸畑区大字中原を終点とする延長約３，５８０ｍ、代表幅員約１８ｍの幹線街

路として決定するものです。 

議題第304号



都市計画の案の理由書（北九州市決定） 

北九州広域都市計画道路を変更する理由 

本市の都市計画は、旧５市の計画を引き継ぎ、合併後、昭和４２年の全市的な見直

しを行って策定したものが基本となっております。 

その柱となったのが、昭和４０年に策定された「北九州市長期総合計画」です。こ

の計画では、産業経済の発展等から本市の将来人口は約３０万人増の約１３５万人に

なると見込んでおり、進展する宅地開発への対応や近隣地域への交通の円滑化、広域

的な都市間連携の強化を図ることとしておりました。 

しかし、昭和５０年代の約１０７万人をピークに人口が年々減少していること、厳

しい財政状況のなかでより効率的かつ効果的な道路整備の推進が求められているこ

とといった近年の社会経済状況の変化や、「まちなか重視」といったまちづくりの方

向性の転換などに伴い、都市計画道路網の見直しが必要となりました。 

 このような情勢から、平成１３年７月、北九州市都市計画審議会に「北九州市都市

計画道路網のあり方」を諮問し、平成１４年１２月に北九州市都市計画審議会から答

申を受けました。平成１５年６月から未着手の都市計画道路について調査を行い、平

成１６年１２月に「都市計画道路の見直し（再編素案）について」をまとめました。

今回はこのなかで、「早期に再編すべき地域」と位置づけられた５地域の再編に併せ

て検討を進めてきた、「小倉市街地・戸畑市街地」の都市計画道路の変更を行うもの

です。 

○３・１・４４－３号 鋳物師町線 

 ３・１・４４－３号鋳物師町線は、北九州市小倉北区東港一丁目を起点とし、同

区下到津一丁目を終点とする延長約１，９６０ｍ、代表幅員約４８ｍの都市計画道

路です。 

 本路線の一部未着手区間は、将来交通量が減ることで、既存道路により都市計画

道路のネットワークを代替することが可能なため、廃止を行うものです。 

同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・４・４４－１５号 新池町線（現３・２・４４－１５号 新池町線） 

 ３・４・４４－１５号新池町線は、北九州市戸畑区新池三丁目を起点とし、同区

高峰一丁目を終点とする延長約１，６８０ｍ、代表幅員約１８ｍの都市計画道路で

す。 

 本路線は、今回、同時に行う３・４・４４－８３号猪ノ坂町線の一部区間廃止に

伴い、一部隅切り削除を行うものです。 
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○３・３・４４－１８号 ３号線 

 ３・３・４４－１８号３号線は、北九州市小倉北区中津口一丁目を起点とし、同

市八幡西区美吉野町を終点とする延長約１８，２９０ｍ、代表幅員約２５ｍの都市

計画道路です。 

 本路線は、今回、同時に行う３・２・４４－９号７号線の一部区間廃止に伴い、

一部隅切り削除を行うものです。 

○３・３・４４－２８号 戸畑駅渡船場線 

 ３・３・４４－２８号戸畑駅渡船場線は、北九州市戸畑区銀座一丁目を起点とし、

同区銀座二丁目を終点とする延長約４００ｍ、代表幅員約２５ｍの都市計画道路で

す。 

 本路線は、今回、同時に行う３・５・４４－１１８号中町海岸通り線の一部区間

廃止に伴い、一部隅切り削除を行うものです。 

同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・３・４４－４７号 日明渡船場線 

 ３・３・４４－４７号日明渡船場線は、北九州市小倉北区愛宕二丁目を起点とし

て、同市戸畑区北鳥旗町を終点とする延長約４，７８０ｍ、代表幅員約２２ｍの都

市計画道路です。 

 本路線は、今回、同時に行う３・４・４４－７３号大門三六線、３・４・４４－

８２号中原天籟寺線及び３・４・４４－６７号三六槻田線の一部区間廃止に伴い、

一部隅切り削除を行うものです。 

 同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・４・４４－６２号 赤坂砂津線 

 ３・４・４４－６２号赤坂砂津線は、北九州市小倉北区須賀町を起点として、同

区太田町を終点とする延長約２，７６０ｍ、代表幅員約２０ｍの都市計画道路です。 

 本路線は、今回、同時に行う３・２・４４－９号７号線の一部区間廃止に伴い、

一部隅切り削除を行うものです。 

 同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。
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○３・４・４４－６３号 城野沢見線（現３・４・４４－６３号 城野戸畑駅線） 

 ３・４・４４－６３号城野戸畑駅線は、北九州市小倉北区片野五丁目を起点とし

て、同市戸畑区北鳥旗町を終点とする延長約７，０８０ｍ、代表幅員約２０ｍの都

市計画道路です。 

 本路線は、小倉市街地と戸畑市街地の都市拠点間を結ぶ都市の骨格となる路線で、

ほとんどの部分は整備が完了し、既に幹線道路として機能していますが、一部に未

着手区間が存在します。一部未着手区間は、現在及び将来にわたり交通量が少なく、

既存道路により都市計画道路のネットワークを代替することが可能なため、廃止を

行うものです。 

 また、一部区間廃止に伴い、終点が変更となることから、名称変更を行います。 

同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

さらに、今回の一部区間廃止に伴い、戸畑区浅生一丁目から同区明治町までの区

間については、３・２・４４－２１３号浅生明治町線として追加します。 

○３・４・４４－６７号 槻田沖台線（現３・４・４４－６７号三六槻田線） 

 ３・４・４４－６７号三六槻田線は、北九州市戸畑区千防三丁目を起点として、

同市八幡東区荒生田二丁目を終点とする延長約４，０４０ｍ、代表幅員約２０ｍの

都市計画道路です。 

 本路線の一部未着手区間は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替

することが可能であるため、廃止を行うものです。 

また、一部区間廃止に伴い、起点が変更となることから、名称変更を行います。 

同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・４・４４－８２号 天籟寺線（現３・４・４４－８２号中原天籟寺線） 

 ３・４・４４－８２号中原天籟寺線は、北九州市戸畑区中原西二丁目を起点とし

て、同区天籟寺二丁目を終点とする、延長約１，７９０ｍ、代表幅員約２０ｍの都

市計画道路です。 

本路線の一部未着手区間は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替

することが可能なため、廃止を行うものです。 

また、一部区間廃止に伴い、起点が変更となることから、名称変更を行います。 

同時に、平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定

める事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。
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○３・４・４４－８３号 新池旭町線（現３・４・４４－８３号猪ノ坂町線） 

 ３・４・４４－８３号猪ノ坂町線は、北九州市戸畑区旭町を起点として、同区小

芝一丁目を終点とする、延長約１，２７０ｍ、代表幅員約２０ｍの都市計画道路で

す。 

 本路線は、今回同時に行う３・４・４４－６７号三六槻田線及び３・４・４４－

８２号中原天籟寺線の一部区間の廃止に伴い、廃止を行うものです。 

 また、一部区間廃止に伴い、起点が変更となることから、名称変更を行います。 

同時に平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定め

る事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・４・４４－９８号 田町中島線（現３・４・４４－９８号三萩野田町線） 

 ３・４・４４－９８号三萩野田町線は、北九州市小倉北区昭和町を起点として、

同区金田一丁目を終点とする、延長約１，５００ｍ、代表幅員約１６ｍの都市計画

道路です。 

本路線の一部未着手区間は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替

することが可能なため、廃止を行うものです。 

 また、一部区間の廃止に伴い、起点が変更となることから、名称変更を行います。 

同時に平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定め

る事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・５・４４－１０７号 紫川東線 

 ３・５・４４－１０７号紫川東線は、北九州市小倉北区浅野二丁目を起点として、

同市小倉南区下城野一丁目を終点とする、延長約４，０５０ｍ、代表幅員約１５ｍ

の都市計画道路です。 

本路線の一部未着手区間は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替

することが可能なため、廃止を行うものです。 

 同時に平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定め

る事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 

○３・５・４４－１１８号 中町海岸通り線 

 ３・５・４４－１１８号中町海岸通り線は、北九州市戸畑区元宮町を起点として、

同区銀座二丁目を終点とする、延長約７９０ｍ、代表幅員約１５ｍの都市計画道路

です。 

本路線の一部未着手区間は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替

することが可能なため、廃止を行うものです。 

 同時に平成１０年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画に定め

る事項として「車線の数」が追加されたことに伴い、車線数の明示を行います。 
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○３・５・４４－１１９号 築地元海岸通り線 

 ３・５・４４－１１９号築地元海岸通り線は、北九州市戸畑区銀座二丁目を起点

として、同区銀座一丁目を終点とする、延長約５６０ｍ、代表幅員約１５ｍの都市

計画道路です。 

本路線は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替することが可能な

ため、廃止を行うものです。 

○３・３・４４－１８８号 新池町中原線（現３・５・４４－１８８号新池町中原 

線） 

３・５・４４－１８８号新池町中原線は、北九州市戸畑区新池三丁目を起点とし

て、同区大字中原を終点とする延長約２，１９０ｍ、代表幅員約１３ｍの都市計画

道路です。 

本路線の一部未着手区間は、既存道路により都市計画道路のネットワークを代替

することが可能なため、廃止を行うものです。 

 また、一部区間廃止に伴い、規模が変更となることから、路線番号を変更します。 

○３・２・４４－２１３号 浅生明治町線（新規追加、城野戸畑駅線の一部から名

称変更） 

 ３・２・４４－２１３号浅生明治町線は、３・４・４４－６３号城野戸畑駅線の

一部区間廃止に伴い、残る区間の一部について北九州市戸畑区浅生一丁目を起点と

し、同区明治町を終点とする延長約１，１８０ｍ、代表幅員約３６ｍの幹線街路と

して決定するものです。 

○７・７・４４－９号 都市高速道路１号線付属街路１号線 

 ７・７・４４－９号都市高速道路１号線付属街路１号線は、北九州市小倉南区城

野一丁目を起点として、同区下城野一丁目を終点とする、延長約４００ｍ、代表幅

員約６ｍの都市計画道路です。 

 本路線は、今回同時に行う３・５・４４－１０７号紫川東線の終点変更に伴い、

廃止を行うものです。 

○７・７・４４－１０号 都市高速道路１号線付属街路２号線 

 ７・７・４４－１０号都市高速道路１号線付属街路２号線は、北九州市小倉南区

城野一丁目を起点として、同区八幡町を終点とする、延長約４６０ｍ、代表幅員約

６ｍの都市計画道路です。 

 本路線は、今回同時に行う３・５・４４－１０７号紫川東線の終点変更に伴い、

廃止を行うものです。 
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